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一
、
は
じ
め
に

　

本
論
は
、
道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
考
察
す
る
も

の
で
あ
る
。「
懺
悔
滅
罪
」
と
い
う
語
は
筆
者
が
探
し
た
範
囲
で
は
道

元
禅
師
の
著
作
中
に
は
見
出
せ
な
い
が
、
こ
の
言
葉
を
一
般
に
広
く
知

ら
し
め
た
の
は
、『
修
証
義
』
第
二
章
の
章
題
に
な
っ
て
い
る
、「
懺
悔

滅
罪
」で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
、六
十
巻
本「
三
時
業
」巻
に
拠
り
、「
懺

悔
を
す
れ
ば
既
に
作
っ
た
業
と
そ
の
報
い
が
な
く
な
る
」
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
多
く
の
解
説
書
や
注
釈
書
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
道
元
禅
師
の
説
示
す
る
懺
悔
・
滅
罪
は
、
そ
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
本
論
は
、
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
巻

が
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
巻
に
書
き
改
め
ら
れ
た
と
い
う
説
に
立
ち
、

十
二
巻
本
「
三
時
業
」
の
説
示
に
基
づ
い
て
道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔

と
滅
罪
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　

道
元
禅
師
は
な
ぜ
「
三
時
業
」
巻
を
書
き
改
め
た
の
か
、
そ
の
語
句

が
変
わ
っ
た
部
分
の
解
釈
を
検
討
し
、
道
元
禅
師
が
説
く
業
の
不
亡
と

懺
悔
・
滅
罪
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
業
の
不
亡
に
即
し
た
懺
悔
と
滅
罪

の
解
釈
を
試
み
た
い
。

二
、
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
と
十
二
巻
本
「
三
時
業
」

　

ま
ず
、
（１）
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
と
、
（２）
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
の

説
示
の
違
い
を
示
そ
う
。

（１）
か
の
三
時
の
悪
業
報
、
か
な
ら
ず
感
ず
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
懺
悔
す

る
が
ご
と
き
は
、
重
を
転
じ
て
軽
受
せ
し
む
、
ま
た
滅
罪
清
浄
な
ら
し

む
る
な
り
。
善
業
ま
た
、
随
喜
す
れ
ば
い
よ
い
よ
増
長
す
る
な
り
。
こ

れ
み
な
作
業
の
黒
白
に
ま
か
せ
た
り
。

　

世
尊
言
、
仮
令
経
百
劫
、
所
作
業
不
亡
、
因
縁
会
遇
時
、
果
報
還
自

受
。
汝
等
当
知
、
若
純
黒
業
、
得
純
黒
異
熟
、
若
純
白
業
、
得
純
白
異

熟
。
若
黒
白
業
、
得
雑
異
熟
。
是
故
応
離
純
黒
及
黒
白
雑
業
、
当
勤
修

学
純
白
之
業
。
時
諸
大
衆
、
聞
仏
説
已
、
歓
喜
信
受
。（
六
十
巻
本
「
三

時
業
」河
村
孝
道
校
注『
道
元
禅
師
全
集
』二
巻
、六
二
二
頁
。
以
下
、『
正

法
眼
蔵
』
か
ら
の
引
用
は
、
春
秋
社
刊
『
道
元
禅
師
全
集
』
第
二
巻
に

よ
り
、
頁
数
の
み
記
す
。
傍
線
、
筆
者
）

（２）
世
尊
の
し
め
し
ま
し
ま
す
が
ご
と
き
は
、
善
悪
の
業
、
つ
く
り
を
は

り
ぬ
れ
ば
、
た
と
ひ
百
千
万
劫
を
ふ
と
い
ふ
と
も
、
不
亡
な
り
。
も
し

道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て

　
　

 

西　

澤　
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道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
七
二

因
縁
に
あ
へ
ば
、
か
な
ら
ず
感
得
す
。
し
か
あ
れ
ば
、
悪
業
は
、
懺
悔

す
れ
ば
滅
す
、
ま
た
転
重
軽
受
す
、
善
業
は
、
随
喜
す
れ
ば
い
よ
い
よ

増
長
す
る
な
り
、
こ
れ
を
不
亡
と
い
ふ
な
り
、
そ
の
報
、
な
き
に
は
あ

ら
ず
。（
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
二
巻
、
四
一
二
頁
）

　

（１）
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
の
傍
線
部
分
の
主
語
は
「
悪
業
報
」
と
な
っ

て
お
り
、
懺
悔
を
す
れ
ば
悪
業
の
報
い
が
重
い
も
の
か
ら
軽
い
も
の
と

な
り
、
あ
る
い
は
滅
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
解
釈
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、

（２）
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
に
お
け
る
説
示
の
主
語
は
「
悪
業
報
」
か
ら

「
悪
業
」
と
変
え
ら
れ
て
お
り
、
悪
業
を
懺
悔
す
れ
ば
、
悪
業
は
滅
し
、

あ
る
い
は
重
い
悪
業
は
軽
い
悪
業
へ
と
軽
減
さ
れ
る
、
と
い
う
解
釈
に

な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
で
は
「
報
い
が
軽
く
な
る
、
な

い
し
滅
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
解
釈
に
な
り
、
十
二
巻
本
「
三
時
業
」

で
は
「
悪
業
そ
の
も
の
が
滅
し
、
あ
る
い
は
転
重
軽
受
す
る
」
と
い
う

解
釈
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
両
者
で
は
、
何
が
滅
す
る
の
か
、
そ
の
対

象
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
道
元
禅
師
が
因
果
歴
然
・
深
信
因
果
の
立
場
に
あ
る
こ

と
は
次
の
傍
線
部
の
説
示
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。（
傍
線
、
筆
者
）

（３）
ま
づ
因
果
を
撥
無
し
、
仏
法
僧
を
毀
謗
し
、
三
世
お
よ
び
解
脱
を
撥

無
す
る
、と
も
に
こ
れ
邪
見
な
り
。ま
さ
に
し
る
べ
し
、今
生
の
わ
が
み
、

ふ
た
つ
な
し
、
み
つ
な
し
。
い
た
づ
ら
に
邪
見
に
お
ち
て
、
む
な
し
く

悪
業
を
感
得
せ
む
、
を
し
か
ら
ざ
ら
む
や
。
悪
を
つ
く
り
な
が
ら
悪
に

あ
ら
ず
と
お
も
ひ
、悪
の
報
あ
る
べ
か
ら
ず
と
邪
思
惟
す
る
に
よ
り
て
、

悪
報
の
、
感
得
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
。
悪
思
惟
に
よ
り
て
は
、
き
た
る

べ
き
善
根
も
、
転
じ
て
悪
報
の
き
た
る
こ
と
も
あ
る
な
り
。
悪
思
惟
は

無
間
に
よ
れ
り
。（
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
第
二
巻
、
四
〇
八
頁
）

　

六
十
巻
本
「
三
時
業
」
の
「
悪
業
報
」
を
「
悪
業
そ
の
も
の
が
動
か

し
が
た
い
報
い
」「
悪
業
が
苦
果
と
し
て
感
受
さ
れ
る
」
と
捉
え
る
こ

と
が
可
能
な
ら
ば
、
懺
悔
し
て
滅
す
る
の
は
、
仏
法
上
の
悪
し
き
行
為

（
業
）
で
あ
り
、「
報
い
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
、十
二
巻
本
「
三
時
業
」

の
説
示
内
容
と
同
様
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、悪
業
報
の
解
釈
を「
報

い
」
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
か
、
道
元
禅
師
は
十
二
巻
本

「
三
時
業
」
に
よ
っ
て
「
悪
業
報
」
を
「
悪
業
」
と
改
め
て
い
る
。

　

六
十
巻
本
「
三
時
業
」
の
引
用
箇
所
は
、
石（
一
）川
力
山
氏
に
よ
れ
ば
、

曇
無
讖
訳
の
『
大
般
泥

経
』
巻
第
四
「
四
依
品
」
第
九
（『
大
正
蔵
』

一
二
巻
、
八
七
七
頁
、
下
）
で
あ
る
。
ま
た
、「
転
重
軽
受
」
の
理
論

を
求
め
る
な
ら
ば
、『
大
般
涅
槃
経
』
巻
第
三
一
「
師
子
吼
菩
薩
品
」

一
一
之
五
（『
大
正
蔵
』
一
二
巻
、
五
五
三
頁
、
中
）
で
あ
る
、
と
石（

二
）井

修
道
氏
の
研
究
成
果
が
あ
る
。

　

道
元
禅
師
が
『
大
般
泥

経
』
あ
る
い
は
『
大
般
涅
槃
経
』
を
六
十

巻
本
「
三
時
業
」
で
は
忠
実
に
引
用
し
な
が
ら
も
、
業
の
不
亡
と
い
う

真
意
が
歪
曲
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
十
二
巻
本

「
三
時
業
」
で
は
「
悪
業
」
と
い
う
語
に
書
き
改
め
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
七
三

　

こ
こ
で
は
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
が
先
に
、
そ
し
て
十
二
巻
本
「
三

時
業
」
が
後
に
撰
述
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
に
論
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ

は
河
村
孝
道
氏
の
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
が
草
稿
本
で
あ
り
、
十
二
巻

本
「
三
時
業
」
が
後
に
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
次
の
見
解

に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。

『
三
時
業
』
が
二
本
存
在
す
る
こ
と
か
ら
は
、
永
光
寺
本
は
禅
師
が
宝

治
二
年
永
平
寺
帰
山
以
後
、
建
長
三
年
頃
ま
で
に
行
わ
れ
た
修
訂
本
と

み
ら
れ
、
六
十
巻
本
で
は
『
三
時
業
』
は
「
第
八
」
に
列
次
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
関
連
し
て
、
別
本
『
三
時
業
』
そ
れ
以
前
、
即
ち
暫
定
的
結

集
本
の
六
十
巻
旧
稿
中
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
暫
定
的
結
集

六
十
巻
本
か
ら
七
十
五
巻
・
十
二
巻
本
へ
の
修
訂
整
理
を
見
ん
と
す
る

立
場
に
基
づ
く
処
か
ら
の
見
解
で
あ
る
。「
第
二
章 

『
正
法
眼
蔵
』
親

輯
試
論
」（『
正
法
眼
蔵
の
成
立
史
的
研
究
』
春
秋
社
、
一
九
八
七
年
二

月
、
五
三
五
〜
五
三
六
頁
）

　

ま
た
、
六
十
巻
本
か
ら
十
二
巻
本
へ
の
書
き
改
め
に
つ
い
て
は
、「
三

時
業
」
巻
に
触
れ
て
は
お
ら
れ
な
い
が
、
袴
谷
憲
昭
氏
の
次
の
考
察
に

も
注
目
し
た
い
。

六
十
巻
本
に
は
「
本
覚
思
想
」
を
擁
護
し
「
本
覚
思
想
批
判
」
を
で
き

る
限
り
押
え
、
あ
わ
よ
く
ば
削
除
し
よ
う
と
し
た
編
纂
意
図
が
明
ら
か

に
見
て
取
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、（
後
略
）（「
第
２
部 

一 

七
十
五

巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
編
纂
説
再
考
」『
道
元
と
仏
教 

十
二
巻
本
『
正
法

眼
蔵
』
の
道
元
』
大
蔵
出
版
、
一
九
九
二
年
二
月
、
一
九
五
頁
）

　

袴
谷
氏
の
よ
う
に
六
十
巻
本
が
「
本
覚
思
想
の
擁
護
」
で
あ
る
な
ら

ば
、
悪
業
の
報
い
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
の

解
釈
が
成
り
立
ち
、
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
の
「
悪
業
」
は
、
決
し
て

報
い
の
消
滅
と
解
釈
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

十
二
巻
本
が
先
で
六
十
巻
本
が
後
に
成
立
し
た
と
考
察
す
る
の
は
伊（
三
）

藤
秀
憲
氏
で
あ
る
が
、「
三
時
業
」巻
に
つ
い
て
は
、六
十
巻
本「
三
時
業
」

に
加
筆
さ
れ
た
も
の
が
十
二
巻
本「
三
時
業
」で
あ
ろ
う
、と
し
て
い
る
。

　

六
十
巻
本
「
三
時
業
」
が
先
に
撰
述
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
「
滅
罪

清
浄
」
と
い
う
言
葉
は
、
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
で
は
削
除
さ
れ
た
こ

と
に
な
り
、
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
が
先
に
説
示
さ
れ
た
と
す
る
な
ら

ば
「
滅
罪
清
浄
」
と
い
う
言
葉
が
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
に
付
け
加
え

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

両
者
の
関
係
は
、『
正
法
眼
蔵
』
の
成
立
史
的
問
題
の
み
な
ら
ず
、

懺
悔
と
滅
罪
の
問
題
に
関
し
て
も
重
要
な
考
察
事
項
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
が
草
案
本
で
あ
る
の
か
明
確
で
は
な
い
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
が
、
道
元
禅
師
は
「
報
い
が
滅
す
る
」
と
い
う
立
場
で

は
な
い
こ
と
の
論
証
と
し
て
次
の『
出
家
略
作
法
』を
示
そ
う
。（
傍
線
、

筆
者
）（４）

欲
求
帰
戒
、
先
当
懺
悔
罪
根
、
方
今
至
誠
随
我
懺
悔
。
我
昔
所
造
諸

悪
業
、
皆
由
無
始
貪
瞋
癡
、
従
身
口
意
之
所
生
、
一
切
我
今
皆
懺
悔
。

既
浄
治
身
口
意
業
、次
応
帰
依
仏
法
僧
宝
。（『
出
家
略
作
法
』
第
六
巻
、

一
九
八
頁
）



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
七
四

（５）
欲
求
帰
戒
、
先
当
懺
悔
罪
根
、
懺
悔
雖
有
二
儀
両
懺
、
先
仏
有
所
成

就
懺
悔
文
。
罪
障
尽
消
滅
、
随
我
語
可
誦
之
。
我
昔
所
造
諸
悪
業
、
皆

由
無
始
貪
瞋
癡
、
従
身
口
意
之
所
生
、
一
切
我
今
皆
懺
悔
。
既
浄
除
身

口
意
三
業
、
得
大
清
浄
。
次
可
奉
帰
依
仏
法
僧
三
宝
。（『
出
家
授
戒
略

作
法
』、
大
久
保
道
舟
編
『
道
元
禅
師
全
集
』
下
、
二
七
三
頁
）

　

角
田
泰
隆
氏
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
授
戒
の
儀
式
に

用
い
ら
れ
て
い
る
（５）
「
出
家
受
戒
略
作
法
」
に
は
、「
罪
障
尽
く
消
滅
す
」

と
い
う
、
道
元
禅
師
の
書
か
れ
た
（４）『
出
家
略
作
法
』
に
は
な
い
文
言

が
見
ら
れ
る
と
い
う（
四
）。

　

大
久
保
道
舟
氏
は
、
道
元
禅
師
の
原
作
に
瑩
山
禅
師
が
手
を
加
え
た

も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る（
五
）。
こ
れ
は
道
元
禅
師
の
懺
悔
と
滅

罪
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
、注
目
す
べ
き
文
献
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

更
に
角
田
氏
に
よ
り
、
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
「
出
家
受
戒
略
作
法
」

の
懺
悔
文
の
部
分
を
「
懺
悔
」「
滅
罪
」「
清
浄
」
と
い
う
観
点
か
ら
比

較
し
た
結
果
、『
出
家
略
作
法
』
で
は
罪
根
の
「
懺
悔
」
の
み
が
説
か

れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
出
家
受
戒
略
作
法
」
で
は
「
懺
悔
」
に
加
え
て
、

「
滅
罪
」
と
「
清
浄
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。

　

こ
の
こ
と
よ
り
、
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
は
引
用
経
典
に
則
っ
た
形

で
は
あ
る
が
、『
出
家
略
作
法
』
は
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
の
説
示
内

容
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
元
禅
師
は
経
典
を
引
用
し
な
が
ら

も
、
業
報
観
に
つ
い
て
は
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
に
至
っ
て
道
元
禅
師

の
経
典
に
依
る
こ
と
の
な
い
独
自
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
四
、
引
用
経
典
に
つ
い
て
」
で

改
め
て
論
じ
た
い
。

三
、
懺
悔
と
滅
罪
に
関
す
る
諸
氏
の
解
釈

ａ 『
修
証
義
』
の
懺
悔
滅
罪
の
解
釈
例

　

次
に
、「
懺
悔
滅
罪
」
と
い
う
語
は
『
修
証
義
』
に
お
い
て
の
み
見

ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
修
証
義
』
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪

に
つ
い
て
の
諸
氏
の
解
釈
を
確
認
し
、
道
元
禅
師
の
説
示
す
る
懺
悔
・

滅
罪
と
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（６）
前
節
に
お
い
て
、
懺
悔
を
す
れ
ば
、
過
去
の
悪
業
の
報
い
が
軽
く
な

り
、
ま
た
は
全
く
滅
し
て
、
心
が
清
ら
か
と
な
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
節
で
は
さ
ら
に
、
心
が
清
浄
と
な
る
こ
と
か
ら
、
清
ら
か
な

信
仰
に
よ
る
精
進
努
力
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
自
分
だ
け
で
な
く
、
周

囲
の
人
々
や
事
態
に
ま
で
も
、
よ
い
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
こ

と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。（
水
野
弘
元
『
修
証
義
の
仏
教
』
春
秋
社
、

一
九
六
八
年
三
月
、
七
九
頁
）

　

水
野
氏
は
『
修
証
義
』
に
説
か
れ
て
い
る
仏
教
、つ
ま
り
『
修
証
義
』

が
仏
教
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
懺
悔
に
よ
り
悪

業
の
報
い
が
軽
く
な
り
、
ま
た
は
全
く
滅
す
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
。

（７）
仏
祖
が
説
き
示
さ
れ
て
い
る
通
り
に
懺
悔
を
行
じ
た
な
ら
ば
、
一
体

ど
の
よ
う
な
功
徳
が
あ
る
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
、「
懺
悔
滅
罪
」
の

四
字
に
つ
き
る
。
第
一
章
の
三
時
業
の
く
だ
り
で
詳
し
く
述
べ
た
よ
う



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
七
五

に
、
身
口
意
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
悪
業
を
犯
し
た
以
上

は
、
そ
の
悪
業
の
報
い
は
、
今
生
か
次
生
か
、
あ
る
い
は
幾
生
か
を
へ

だ
て
た
何
れ
か
の
生
に
お
い
て
、
必
ず
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る

が
、
然
し
、
も
し
懺
悔
を
す
る
な
ら
ば
、
懺
悔
と
い
う
絶
大
な
る
善
業

の
功
徳
力
に
よ
っ
て
、
悪
業
に
よ
る
当
然
の
帰
結
と
し
て
の
重
い
果
報

を
も
軽
く
受
け
、
さ
ら
に
は
過
去
の
如
何
な
る
悪
業
も
、
懺
悔
の
力
に

よ
っ
て
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
浄
化
さ
れ
、
滅
罪
清
浄
の
身
と
な
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、わ
が
宗
門
に
お
け
る
懺
悔
の
建
前
で
あ
る
。

（
笛
岡
自
照
『
修
証
義
詳
解
』
古
径
荘
、一
九
六
八
年
五
月
、一
六
二
頁
）

（８）
も
し
懺
悔
滅
罪
す
れ
ば
、
重
い
報
い
も
軽
く
な
り
、
ま
た
罪
が
滅
ん

で
清
浄
な
身
と
な
る
。（
東
隆
眞
『
わ
が
家
の
宗
教
②
曹
洞
宗
』「
第

三
章 

宗
旨
・
教
義
・
聖
典
」、
大
法
輪
閣
、
一
九
八
三
年
一
一
月
、

一
四
七
頁
）

　

笛
岡
氏
は
、
引
用
の
通
り
懺
悔
の
功
徳
と
し
て
、
報
い
が
軽
く
な
る
、

と
理
解
し
て
お
り
、
報
い
に
つ
い
て
は
軽
く
受
け
、
過
去
の
悪
業
に
つ

い
て
は
浄
化
さ
れ
る
と
し
、六
十
巻
本
「
三
時
業
」
の
「
悪
業
報
」「
滅

罪
」
を
そ
れ
ぞ
れ
主
語
に
し
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
（８）
の
東
隆
真
氏

も
同
様
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。

（９）
過
去
の
悪
業
と
そ
の
原
因
が
、
実
は
、
今
の
私
の
欲
望
と
悪
業
に
重

ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
こ
そ
私
は
懺
悔
し
、
し
か
る
べ
き
生
き
方
を

続
け
よ
う
と
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

  

こ
う
し
て
自
覚
的
に
感
得
さ
れ
た
悪
業
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は

懺
悔
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
、
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は

善
業
に
転
換
さ
れ
る
と
い
っ
た
方
が
よ
り
積
極
的
な
解
釈
か
も
知
れ
な

い
。（
奈
良
康
明
『
修
証
義
私
釈
』
新
塔
社
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
、

七
五
頁
）

　

奈
良
氏
は
、『
修
証
義
』
の
該
当
箇
所
の
文
言
は
六
十
巻
本
「
三
時
業
」

に
拠
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
悪
業
報
」
と
い
う
言
葉
を
「
悪
業
」

と
解
釈
し
、
懺
悔
に
よ
り
悪
業
を
軽
減
し
消
滅
す
る
と
し
て
い
る
。
転

換
と
い
う
表
現
は
、
転
重
軽
受
と
い
う
文
言
に
よ
る
も
の
か
、「
善
業

ま
た
、
随
喜
す
れ
ば
い
よ
い
よ
増
長
す
る
な
り
。」
に
対
応
し
た
も
の

か
は
分
か
ら
な
い
が
、
懺
悔
を
介
在
し
て
、
善
業
を
修
す
る
と
い
う
方

向
性
を
示
す
意
味
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

（10）
偏
に
懺
悔
す
る
と
き
は
、
設
ひ
重
罪
を
犯
し
て
三
悪
道
の
果
を
感
得

す
べ
き
も
の
も
転
じ
て
軽
く
受
け
し
め
、
又
罪
根
を
全
く
消
滅
し
清
浄

な
ら
し
め
た
ま
ふ
こ
と
広
大
慈
門
の
功
力
な
り
。（
中
略
）「
滅
罪
清
浄
」

は
罪
根
消
滅
業
性
不
可
得
な
る
こ
と
を
虚
空
の
如
き
を
云
ふ
な
り
、（
中

略
）
重
と
は
三
悪
道
の
報
を
い
ふ
。（
瀧
谷
琢
宗
『
曹
洞
教
会
修
証
義

筌
蹄
』
鴻
盟
社
、
一
九
二
五
年
一
〇
月
、
二
三
〜
三
三
頁
）

（11）
幾
ら
懺
悔
し
た
か
ら
と
て
其
れ
だ
け
で
都
て
の
罪
過
が
根
も
葉
も
よ

く
綺
麗
さ
っ
ぱ
り
と
消
滅
す
る
と
云
ふ
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
の
で
、
乃
ち

地
獄
に
墜
ち
る
ほ
ど
の
罪
過
も
懺
悔
の
力
で
修
羅
に
生
ま
れ
る
と
か
、

五
百
劫
の
間
に
受
く
べ
き
長
い
苦
し
み
も
一
二
劫
の
間
に
浮
べ
る
と
か

云
ふ
や
う
な
の
が
、
謂
ゆ
る
重
き
を
転
じ
て
軽
受
せ
し
む
と
云
ふ
の



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
七
六

で
、
重
い
業
報
も
軽
く
受
け
る
だ
け
で
済
む
と
い
ふ
ほ
ど
の
意
味
で
あ

る
。（
大
内
青
巒
『
通
俗
修
証
義
講
話
』
鴻
盟
社
、
一
九
二
六
年
四
月
、

一
四
三
頁
）

　

時
代
を
遡
る
が
、
（10）
滝
谷
琢
宗
氏
と
（11）
大
内
青
巒
氏
は
共
に
報
い
が

軽
く
な
る
と
示
し
、
滝
谷
氏
に
い
た
っ
て
は
、
滅
罪
清
浄
の
理
解
を
罪

根
・
業
が
不
可
得
で
あ
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

　

以
上
、『
修
証
義
』
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
の
解
釈
は
、
報
い
の
軽

減
や
消
滅
、
あ
る
い
は
、
報
い
の
み
が
軽
減
し
、
業
は
清
浄
と
な
る
、

と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
唯
一
、
奈
良
氏
は
異
な
っ
た
解
釈
を
し
て

い
る
。

ｂ  『
正
法
眼
蔵
』
の
懺
悔
と
滅
罪
を
め
ぐ
る
諸
氏
の
見
解

　

次
に
、『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
、「
三
時
業
」

巻
を
中
心
と
し
た
諸
氏
の
解
釈
を
整
理
し
た
い
。

（12）
な
お
こ
の
巻
（
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
巻
の
こ
と
）
で
注
意
す
べ
き

は
懺
悔
が
業
報
を
軽
受
さ
せ
る
こ
と
を
説
く
点
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
に

は
頗
る
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
。（
増
永
霊
鳳「
業
思
想
と
そ
の
意
義
」、

『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
二
五
号
、
一
九
六
〇
年
三
月
、
三
五
四
頁
）

　

増
永
氏
は
業
報
が
軽
受
す
る
こ
と
を
宗
教
的
に
意
義
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
と
し
、
懺
悔
に
よ
る
滅
罪
に
対
し
疑
問
を
提
示
し
て
い
な
い
。

（13）
誠
心
を
専
ら
に
し
て
前
仏
に
懺
悔
す
る
こ
と
に
よ
り
罪
障
を
軽
減
又

は
減
除
し
、
無
碍
の
浄
信
を
得
る
こ
と
が
第
一
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

は
ち
そ
の
心
が
浄
化
し
、
無
心
で
あ
り
、
執
着
を
は
な
れ
る
こ
と
に
よ

り
一
切
の
罪
障
も
そ
の
力
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

（
西
山
広
宣
「
道
元
に
お
け
る
聖
と
俗
（
三
）
―
懺
悔
の
問
題
を
中
心

に
―
」、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
二
一
巻
二
号
、
一
九
七
三
年
三
月
、

二
一
六
頁
）

　

西
山
氏
も
同
様
に
、
罪
障
が
軽
減
し
滅
除
す
る
と
の
解
釈
で
あ
る
。

（14）
六
十
巻
本
の
「
と
い
へ
ど
も
」
と
い
う
逆
接
接
続
辞
と
、
十
二
巻
本

の
「
し
か
あ
れ
ば
」
と
い
う
理
由
を
示
す
接
続
詞
と
、そ
の
い
ず
れ
が
、

論
理
的
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
六
十
巻
本
の
「
と
い
へ
ど
も
」
の
方
が

論
理
的
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
言
わ
ば
、
業
報
は
〝
不
亡
〞

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
懺
悔
す
れ
ば
滅
す
る
と
説
い
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。（
中
略
）私
は
道
元
に
お
い
て〝
懺
悔
〞が〝
撥
無
因
果
〞だ
っ

た
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、〝
懺
悔
滅
罪
〞
と
い
う
思
想
の
論
理

性
は
、〝
撥
無
因
果
〞
に
連
な
る
と
い
う
こ
と
を
十
二
巻
本
の
段
階
で

は
道
元
も
気
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
松

本
史
朗
「
三
論
教
学
の
批
判
的
考
察 dhātu-vāda

と
し
て
の
吉
蔵
の

思
想
」
注
（
49
）、
平
井
俊
榮
『
三
論
教
学
の
研
究
』
所
収
。
春
秋
社
、

一
九
九
〇
年
十
月
、
二
二
一
〜
二
二
二
頁
）

　

松
本
氏
の
解
釈
は
、
直
接
は
吉
蔵
の
懺
悔
滅
罪
思
想
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
際
、松
本
氏
は
道
元
禅
師
の
懺
悔
滅
罪
に
触
れ
て
お
り
、

「
懺
悔
す
れ
ば
滅
す
る
」
と
い
う
文
言
に
依
拠
し
、
道
元
禅
師
の
懺
悔

と
滅
罪
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
七
七

　

吉
蔵
の
思
想
と
は
、
奥
野
光
賢
氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
吉
蔵
は
『
涅

槃
経
』「
師
子
吼
菩
薩
品
」
と
『
普
賢
観
経
』
を
引
証
し
、
そ
の
結
論

と
し
て
業
障
は
消
滅
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る（
六
）。
松

本
氏
は
、「
そ
の
吉
蔵
の
懺
悔
滅
罪
思
想
と
道
元
禅
師
の
そ
れ
と
は
、

連
な
る
思
想
で
は
な
い
か
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
松
本
氏
は
、
道
元
禅
師
は
懺
悔
に
よ
る
滅
罪

を
外
道
の
見
解
で
あ
る
と
の
認
識
も
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
六
十
巻

本
「
三
時
業
」
と
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
の
「
と
い
へ
ど
も
」
と
「
し

か
あ
れ
ば
」に
つ
い
て
、六
十
巻
本「
三
時
業
」は
撥
無
因
果
に
連
な
り
、

そ
し
て
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
は
「
し
か
あ
れ
ば
、
悪
業
は
懺
悔
す
れ

ば
滅
す
。
善
業
は
、
随
喜
す
れ
ば
い
よ
い
よ
増
長
す
る
な
り
」
の
文
言

を
省
い
て
読
ん
だ
方
が
論
旨
が
明
快
と
な
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。　

　

管
見
で
は
、
善
悪
の
業
を
つ
く
っ
た
な
ら
ば
、
百
千
万
劫
を
経
て
も

不
亡
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
当
然
、
悪
業
を
重
ね
る
こ
と
を
止
め
る
必
要

性
を
説
き
、
不
亡
だ
か
ら
こ
そ
善
業
を
修
し
て
い
く
、
そ
し
て
、
そ
の

善
業
に
転
換
し
た
生
き
方
は
や
は
り
不
亡
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
善
業
に

即
し
た
報
い
が
あ
る
、
と
解
釈
す
る
の
な
ら
、
省
い
て
読
む
必
要
は
な

く
、
む
し
ろ
業
の
不
亡
を
強
調
す
る
た
め
に
は
必
要
な
説
示
で
あ
る
と

考
え
る
。

（15）
「
そ
の
報
な
き
に
は
あ
ら
ず
」
と
道
元
は
い
う
。
し
か
し
、
悪
業
が

懺
悔
に
よ
っ
て
滅
す
る
と
き
、
そ
の
悪
業
は
、
も
は
や
悪
な
ら
ぬ
善
報

を
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
て
、
悪
報
は
消
え
て
し
ま
う
。
悪
業
が
も
た
ら

す
べ
き
悪
報
が
消
え
て
し
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
そ
の
報
な
き

に
は
あ
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、
は
な
は
だ
通
用
し
に
く
い
強
弁
で
は
な

い
か
。（
杉
尾
玄
有
「
風
と
月
と
仏
―
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
は
ど

こ
へ
行
く
か
―
」、
鏡
島
元
隆
・
鈴
木
格
禅
編
『『
正
法
眼
蔵
』
の
諸
問

題
』
所
収
。
大
蔵
出
版
、
一
九
九
一
年
十
一
月
、
六
六
頁
）

　

杉
尾
氏
は
、
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
を
底
本
と
し
、「
懺
悔
に
よ
っ

て
悪
報
は
消
え
て
し
ま
う
に
も
関
わ
ら
ず
、
悪
業
の
報
い
は
あ
る
」
と

す
る
説
示
に
擬
議
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
懺
悔
に
よ
っ
て
滅
す

る
も
の
は
、
悪
業
の
報
い
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
擬
議
を
も
た
ら
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
理
解
は
、
つ
ね
に
善
思

惟
に
は
げ
む
こ
と
で
、
報
い
を
受
け
な
い
在
り
方
に
徹
し
、
悪
業
に
対

す
る
悪
の
報
い
を
受
け
な
い
、
つ
ま
り
、
因
果
を
撥
無
す
る
生
き
方
を

提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
大
修
行
」
巻
の
不
落
因
果
の
説
示
に
寄
せ

て
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
杉
尾
氏
の
懺
悔
の
解
釈
は
、懺
悔
し
、

善
思
惟
に
励
む
こ
と
で
悪
の
報
い
を
駆
逐
し
、
善
の
報
い
の
み
が
得
ら

れ
る
、
と
い
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

（16）
三
世
因
果
・
業
の
不
亡
を
「
正
見
」
と
し
な
が
ら
、「
悪
業
は
懺
悔

す
れ
ば
滅
す
、
ま
た
転
重
軽
受
す
」（『
三
時
業
』）
と
述
べ
る
こ
と
は
、

「
撥
無
因
果
」に
連
な
る
点
で
、明
ら
か
に
論
理
的
に
は
矛
盾
す
る
。（
伊

藤
隆
寿
『
中
国
仏
教
の
批
判
的
研
究
』
大
蔵
出
版
、一
九
九
二
年
五
月
、

四
五
〇
頁
）

　

伊
藤
隆
寿
氏
も
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
六
十



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
七
八

巻
本
「
三
時
業
」
の
文
言
解
釈
に
留
ま
り
、
論
理
的
に
矛
盾
す
る
と
示

し
て
い
る
。

（17）
道
元
禅
師
は
「
三
時
業
」
の
巻
の
終
わ
り
近
く
で
、「
因
果
」
が
な

い
と
す
る
事
や
「
三
宝
」
を
毀
損
す
る
こ
と
に
対
す
る
き
び
し
い
拒
否

を
い
い
、
三
時
の
「
悪
業
」
の
「
果
」
を
受
け
る
と
し
て
も
、
現
在
に

仏
法
に
よ
る
懺
悔
を
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
軽
受
」
と
な
り
、「
最
終

的
に
は
」
そ
れ
が
「
滅
罪
清
浄
な
ら
し
む
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
ま
す
。（「
三
時
業
」
巻
引
用
が
続
く
）（
大
本
山
永
平
寺 

旃
陀
羅

問
題
専
門
委
員
会
「
道
元
禅
師
の
社
会
階
層
観
―
旃
陀
羅
問
題
専
門
委

員
会
報
告
―
」、『
道
元
思
想
大
系
20
思
想
篇
第
14
巻 

道
元
の
人
間
観
』

同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
年
九
月
、
三
三
九
頁
）

（18）
こ
の
一
節
に
お
い
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
懺
悔
」

で
滅
す
る
の
は
「
罪
」
で
あ
っ
て
「
業
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
「
重
き
を
転
じ
て
軽
受
せ
し
む
」
で
「
軽
受
」
す
る
の
は

悪
業
の
「
報
い
」
な
の
で
あ
っ
て
、
業
自
体
が
滅
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。（
中
略
）
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、「
悪
業
は
懺
悔
す
れ
ば

滅
す
、
ま
た
転
重
軽
受
す
」
と
い
う
、「
業
不
亡
」
と
一
見
矛
盾
す
る

よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
記
の
文
言
の
直
前
の
経
典
引
用
部

分
と
読
み
合
わ
せ
、「
悪
業
（
の
報
い
）
は
懺
悔
（
と
い
う
善
業
の
報
い
）

で
滅
す
、ま
た
転
重
軽
受
す
」
と
い
う
意
味
に
と
る
べ
き
だ
ろ
う
。（
曹

洞
宗
人
権
擁
護
推
進
本
部
『
曹
洞
宗
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト 

宗
教
と
差
別 

12

『
修
証
義
』
に
つ
い
て
考
え
る
』
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、

三
〇
〜
三
一
頁
）

　
「
旃
陀
羅
問
題 

専
門
委
員
会
」
で
は
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
を
底
本

と
し
、
や
は
り
報
い
は
軽
減
さ
れ
、
滅
罪
に
到
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
曹
洞
宗
人
権
擁
護
推
進
本
部
の
見
解
も
や
は
り
罪
、
こ
れ
は

報
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
罪
が
滅
す
る
と
し
、

軽
受
の
対
象
は
報
い
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
十
二
巻
本
「
三
時

業
」巻
を
引
用
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、解
釈
は（
カ
ッ
コ
内
）に「
報

い
」
と
い
う
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
補
っ
て
お
り
、悪
業
が
滅
す
る
こ
と
は
、

報
い
が
滅
す
る
こ
と
で
あ
る
と
定
義
し
て
る
。

（19）
悪
業
は
懺
悔
す
れ
ば
滅
罪
し
、
あ
る
い
は
転
重
軽
受
す
る
と
示
し
て

い
る
が
、そ
れ
は
業
障
が
無
自
性
で
あ
り
、空
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
業

障
空
」
で
な
け
れ
ば
、
懺
悔
滅
罪
・
転
重
軽
受
と
い
う
こ
と
は
成
立
し

な
い
。（
鏡
島
元
隆
「
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
位
置
づ
け
」『
十
二

巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
諸
問
題
』
前
出
、
一
九
〜
二
一
頁
）

　

鏡
島
氏
は
道
元
禅
師
は
業
障
空
に
立
っ
て
い
る
と
し
、
業
は
最
終
的

に
超
克
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
悪
業
と
悪

業
報
（
業
障
）
の
混
同
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
諸
氏

の
見
解
は
六
十
巻
本
「
三
時
業
」
の
説
示
内
容
に
従
っ
た
解
釈
が
見
ら

れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、「
三
時
業
」
巻
に
引
用
さ
れ
た
経
典
か
ら
、
道

元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
の
解
釈
と
の
関
係
を
探
っ
て
み
た
い
。



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
七
九

四
、
引
用
経
典
に
つ
い
て

　

ま
ず
（20）
と
（21）
で
あ
る
が
、
六
十
巻
本
と
十
二
巻
本
の
引
用
箇
所
に
傍

線
で
示
し
た
「
不
定
業
」
と
「
八
種
の
業
」
は
、（
七
）
石（
七
）井
修
道
氏

の
論
考
に
よ
り
（22）
の
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
が
典
拠
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
順
現
法
受
業
・
順
次
生

受
業
・
順
後
次
受
業
の
そ
れ
ぞ
れ
に
異
熟
決
定
と
不
決
定
を
説
き
、
更

に
不
定
業
に
も
二
種
あ
る
と
し
、合
わ
せ
て
八
種
の
業
と
す
る
。（
傍
線
、

筆
者
）（20）

こ
の
ほ
か
不
定
業
あ
り
、
ま
た
八
種
の
業
あ
る
こ
と
、
ひ
ろ
く
参
学

す
べ
し
。
い
ま
だ
こ
の
業
報
の
道
理
を
あ
き
ら
め
ざ
ら
む
と
も
が
ら
、

み
だ
り
に
人
天
の
導
師
と
称
す
る
こ
と
な
か
れ
。

　

か
の
三
時
の
悪
業
報
、
か
な
ら
ず
感
ず
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
懺
悔
す

る
が
ご
と
き
は
、
重
を
転
じ
て
軽
受
せ
し
む
、
ま
た
滅
罪
清
浄
な
ら
し

む
る
な
り
。
善
業
ま
た
、
随
喜
す
れ
ば
い
よ
い
よ
増
長
す
る
な
り
。
こ

れ
み
な
作
業
の
黒
白
に
ま
か
せ
た
り
。

　

世
尊
言
、
仮
令
経
百
千
劫
、
所
作
業
不
亡
、
因
縁
会
遇
時
、
果
報
還

自
受
。
汝
等
当
知
、
若
純
黒
業
、
得
純
黒
異
熟
、
若
純
白
業
、
得
純
白

異
熟
。
若
黒
白
業
、
得
雑
異
熟
。
是
故
応
離
純
黒
及
黒
白
雑
業
、
当
勤

修
学
純
白
之
業
。
時
諸
大
衆
、聞
仏
説
已
、歓
喜
信
受
。（
六
十
巻
本「
三

時
業
」
二
巻
、
六
二
二
頁
）

（21）
こ
の
ほ
か
不
定
業
等
の
八
種
の
業
あ
る
こ
と
、ひ
ろ
く
参
学
す
べ
し
。

い
ま
だ
こ
れ
を
し
ら
ざ
れ
ば
、
仏
祖
の
正
法
つ
た
は
る
べ
か
ら
ず
。
こ

の
三
時
業
の
道
理
あ
き
ら
め
ざ
ら
ん
と
も
が
ら
、
み
だ
り
に
人
天
の
導

師
と
称
す
る
こ
と
な
か
れ
。

　

世
尊
言
、
仮
令
経
百
千
劫
、
所
作
業
不
亡
、
因
縁
会
遇
時
、
果
報
還

自
受
。
汝
等
当
知
、
若
純
黒
業
、
得
純
黒
異
熟
、
若
純
白
業
、
得
純
白

異
熟
、
若
黒
白
業
、
得
雑
異
熟
。
是
故
汝
等
、
応
離
純
黒
及
黒
白
雑
業
。

当
勤
修
学
純
白
之
業
。
時
諸
大
衆
、
聞
仏
説
已
、
歓
喜
信
受
。

　

世
尊
の
し
め
し
ま
し
ま
す
が
ご
と
き
は
、
善
悪
の
業
、
つ
く
り
を
は

り
ぬ
れ
ば
、
た
と
ひ
百
千
万
劫
を
ふ
と
い
ふ
と
も
、
不
亡
な
り
。
も
し

因
縁
に
あ
へ
ば
、
か
な
ら
ず
感
得
す
。
し
か
あ
れ
ば
、
悪
業
は
、
懺
悔

す
れ
ば
滅
す
、
ま
た
転
重
軽
受
す
、
善
業
は
、
随
喜
す
れ
ば
い
よ
い
よ

増
長
す
る
な
り
、
こ
れ
を
不
亡
と
い
ふ
な
り
、
そ
の
報
、
な
き
に
は
あ

ら
ず
。（
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
二
巻
、
四
一
一
〜
四
一
二
頁
）

（22）
復
有
余
師
。
説
四
種
業
。
謂
順
現
法
受
業
。
順
次
生
受
業
。
順
後
次

受
業
。
順
不
定
受
業
。
諸
順
現
法
受
業
。
乃
至
順
後
次
受
業
此
業
不
可

転
。
諸
順
不
定
受
業
此
業
可
転
。
唯
為
転
此
第
四
業
故
。
受
持
禁
戒
勤

修
梵
行
。
彼
作
是
思
。
願
我
由
是
当
転
此
業
。
復
有
余
師
。
説
五
種
業
。

謂
順
現
法
受
業
。
順
次
生
受
業
。
順
後
次
受
業
。
各
唯
一
種
順
不
定
受

業
中
復
有
二
種
。
一
異
熟
決
定
。
二
異
熟
不
決
定
。
諸
順
現
法
受
業
。

順
次
生
受
業
。
順
後
次
受
業
。
順
不
定
受
業
中
異
熟
決
定
業
。
皆
不
可

転
。
順
不
定
受
業
中
異
熟
不
決
定
業
。
此
業
可
転
。
唯
為
転
此
第
五
業

故
。
受
持
禁
戒
勤
修
梵
行
。
彼
作
是
思
願
我
由
是
当
転
此
業
。
復
有
余

師
。
説
八
種
業
。
謂
順
現
法
受
業
有
二
種
。
一
異
熟
決
定
。
二
異
熟
不



道
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禅
師
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て
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澤
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一
八
〇

決
定
。
順
次
生
受
業
。
順
後
次
受
業
。
順
不
定
受
業
亦
各
有
二
。
一
異

熟
決
定
。
二
異
熟
不
決
定
。
是
謂
八
業
。
於
中
諸
異
熟
定
業
皆
不
可
転
。

諸
異
熟
不
定
業
皆
可
転
。
為
転
此
故
受
持
禁
戒
勤
修
梵
行
。 （『
阿
毘
達

磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
一
〇
四 『
大
正
蔵
』
二
七
巻
、五
九
三
頁
、中
〜
下
）

　

次
に
「
世
尊
言
く
、
た
と
い
百
千
劫
を
経
と
も
、
所
作
の
業
は
亡
ぜ

ず
、
因
縁
会
遇
の
時
、
果
報
ま
た
自
ら
受
く
」
の
箇
所
は
、
面
山
瑞
方

の
『
正
法
眼
蔵
渉
典
録
』
に
よ
り
（23）
の
『
大
宝
積
経
』
が
出
典
で
あ
る

と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
金（

八
）子

宗
元
氏
の
論
考
よ
り
（24）
の
『
根
本
説
一

切
有
部
毘
奈
耶
』
の
所
説
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
、
そ
の
本
文

と「
三
時
業
」の
説
示
を
比
較
す
る
と
若
干
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、『
根

本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
に
依
拠
し
た
文
言
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（23）
仏
告
諸
大
衆
難
陀
苾
芻
。
先
所
作
業
果
報
成
熟
皆
悉
現
前
。
広
説
如

余
。
即
説
頌
曰
。
仮
使
経
百
劫 

所
作
業
不
亡 

因
縁
会
遇
時 

果
報
還
自

受 （『
大
宝
積
経
』
巻
五
七 『
大
正
蔵
』
一
一
巻
、
三
三
五
頁
、
中
）

（24）
世
尊
告
曰
。
諸
苾
芻
彼
魚
天
子
自
所
作
業
。
増
長
時
熟
縁
変
現
前
。

猶
如
瀑
流
不
可
迴
転
。
決
定
感
報
無
余
代
受
。
汝
諸
苾
芻
。
彼
魚
天
子

凡
所
自
作
悪
業
。
不
於
外
界
地
水
火
風
令
其
受
報
。
然
於
自
身
蘊
界
処

中
而
受
異
熟
。
即
説
頌
曰
。
仮
令
経
百
劫 

所
作
業
不
亡 

因
縁
会
遇
時 

果
報
還
自
受 

汝
諸
苾
芻
。
有
生
受
業
有
後
受
業
。
云
何
生
受
業
。
此

於
前
身
為
摩
竭
魚
。
由
於
我
辺
起
敬
信
心
故
。
彼
業
異
熟
生
在
四
大
王

衆
天
。
是
名
生
受
業
。
云
何
後
受
業
。
即
劫
比
羅
於
迦
摂
波
仏
正
等
正

覚
教
法
之
中
而
為
出
家
。
読
誦
受
持
為
人
演
説
。
於
蘊
界
処
十
二
縁
生

及
処
非
処
悉
皆
善
巧
。
由
彼
積
集
善
根
業
力
得
生
天
上
。
今
於
我
所
見

四
真
諦
。
是
名
後
受
業
。
苾
芻
当
知
。
若
純
黒
業
得
純
黒
異
熟
。
若
純

白
業
得
純
白
異
熟
。
若
黒
白
雑
業
得
雑
異
熟
。
是
故
苾
芻
応
離
純
黒
及

黒
白
雑
業
。
当
勤
修
学
純
白
之
業
。
時
諸
苾
芻
聞
仏
説
已
歓
喜
信
受
。 

（『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
巻
九
（『
大
正
蔵
』
二
三
巻
、六
七
四
頁
、

中
）

　

そ
し
て
懺
悔
に
よ
る
果
報
の
滅
罪
清
浄
や
転
重
軽
受
の
典
拠
は
、
先

述
し
た
よ
う
に
、
石
川
力
山
氏
、
石
井
修
道
氏
に
よ
り
（25）
の
『
大
般
泥

経
』や
（26）
の『
大
般
涅
槃
経
』に
そ
の
趣
旨
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（25）
信
此
方
等
大
般
泥

楽
深
法
者
。
正
使
是
善
男
子
。
過
去
曽
作
無
量

諸
罪
種
種
悪
業
。
是
諸
罪
報
頭
痛
則
除
。
或
被
軽
易
。
或
形
状
醜
陋
。

衣
服
不
足
飲
食
麁
踈
。
求
財
不
利
。
生
貧
賤
家
及
邪
見
家
。
或
遭
王
難

及
餘
種
種
人
間
苦
報
。
現
世
軽
受
。
斯
由
護
法
功
徳
力
故
。（
曇
無
讖

訳
『
大
般
泥

経
』
巻
四
「
四
依
品
」 『
大
正
蔵
』
一
二
、八
七
七
頁
、下
）

（26）
師
子
吼
言
。
世
尊
。
何
等
人
能
転
地
獄
報
現
世
軽
受
。
善
男
子
。
若

有
修
習
身
戒
心
慧
如
先
所
説
。
能
観
諸
法
同
如
虚
空
。
不
見
智
慧
不
見

智
者
。
不
見
愚
癡
不
見
愚
者
。
不
見
修
習
及
修
習
者
。
是
名
智
者
。
如

是
之
人
則
能
修
習
身
戒
心
慧
。
是
人
能
令
地
獄
果
報
現
世
軽
受
。
是
人

設
作
極
重
悪
業
。
思
惟
観
察
能
令
軽
微
。
作
是
念
言
我
業
雖
重
不
如
善

業
。
譬
如

花
雖
復
百
斤
終
不
能
敵
真
金
一
両
。
如
恒
河
中
投
一
升
鹽

水
無
醎
味
飲
者
不
覚
。
如
巨
富
者
雖
多
負
人
千
万
宝
物
。
無
能
繫
縛
令

其
受
苦
。
如
大
香
象
能
壊
鉄
鎖
自
在
而
去
。
智
慧
之
人
亦
復
如
是
。
常
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思
惟
言
我
善
力
多
悪
業
羸
弱
。
我
能
発
露
懺
悔
除
罪
悪
業
能
修
智
慧
。

智
慧
力
多
無
明
力
少
。
如
是
念
已
親
近
善
友
修
習
正
見
。
受
持
読
誦
書

写
解
説
十
二
部
経
。
見
有
受
持
読
誦
書
写
解
説
之
者
。
心
生
恭
敬
兼
以

衣
食
房
舍
臥
具
病
薬
花
香
。
而
供
養
之
讚
歎
尊
重
所
至
到
処
称
説
其
善

不
訟
其
短
。
供
養
三
宝
敬
信
方
等
大
涅
槃
経
。
如
来
常
恒
無
有
変
易
。

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
。
是
人
能
令
地
獄
重
報
現
世
軽
受
。
善
男
子
。
以

是
義
故
。非
一
切
業
悉
有
定
果
。亦
非
一
切
衆
生
定
受
。（『
大
般
涅
槃
経
』

巻
第
三
一
「
師
子
吼
菩
薩
品
」。『
大
正
蔵
』
一
二
巻
、
五
五
三
頁
、
下
）

　

金
子
氏
の
論
考
に
よ
る
と
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
は
不
可

転
論
の
立
場
で
あ
り
「
三
時
業
」
巻
で
の
該
当
箇
所
は
「
か
の
三
時
の

悪
業
報
、
か
な
ら
ず
感
ず
べ
し
」
と
い
う
説
示
と
、「
も
し
因
縁
に
あ

へ
ば
、
か
な
ら
ず
感
得
す
」
と
い
う
説
示
の
み
が
『
根
本
説
一
切
有
部

毘
奈
耶
』
の
所
説
に
忠
実
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、六
十
巻
本
の
「
懺

悔
す
る
が
ご
と
き
は
、
重
を
転
じ
て
軽
受
せ
し
む
、
ま
た
滅
罪
清
浄
な

ら
し
む
る
な
り
」
と
十
二
巻
本
の
「
し
か
あ
れ
ば
、
悪
業
は
懺
悔
す
れ

ば
滅
す
、ま
た
転
重
軽
受
す
」
の
箇
所
は
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』

に
は
見
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
か
ら
、
先
の
文
言
は
道
元
禅
師
に
よ
っ
て

独
自
に
付
加
さ
れ
た
解
釈
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
金
子
氏
は
悪

業
報
と
悪
業
の
語
義
の
解
釈
を
峻
別
し
て
い
な
い
が
た
め
に
、
十
二
巻

本
に
お
い
て
も
六
十
巻
本
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
金
子

氏
の
考
察
か
ら
推
察
出
来
る
こ
と
は
、
道
元
禅
師
は
経
典
や
律
、
そ
し

て
論
書
を
援
用
し
説
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
や
律
、
論
の

性
格
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
と
は
言
い
難
い
。「
三
時
業
」
巻

の
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
引
用
経
典
の
内
容
で
は
な

く
「
三
時
業
」
巻
の
説
示
そ
の
も
の
か
ら
、
懺
悔
と
滅
罪
の
意
義
を
見

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
「
三
時
業
」
巻
の
懺
悔
と
滅
罪
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
の

擬
議
は
、お
お
む
ね
、悪
業
を
「
報
い
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
じ
ま
り
、

ま
た
は
伊
藤
隆
寿
氏
や
袴
谷
氏
が
指
摘
し
た
中
国
仏
教
の
「
懺
悔
滅
罪

思
想
」
を
そ
の
ま
ま
道
元
禅
師
の
「
懺
悔
と
滅
罪
」
に
重
ね
た
こ
と
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る（

九
）。

経
典
・
論
書
な
ど
の
伝
統
的
解
釈
を
も
っ
て

し
て
道
元
禅
師
の
思
想
を
理
解
し
た
こ
と
に
よ
る
誤
錯
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
「
悪
業
報
」
と
い
う
六
十
巻
本
の
文
言
に
従
っ
た
と
し
て

も
、「
懺
悔
と
い
え
ば
滅
罪
思
想
を
表
す
中
国
仏
教
の
流（
一
〇
）れ
」
と
し
て

解
釈
す
る
に
し
て
も
、
業
の
不
亡
と
い
う
軸
を
揺
る
が
せ
、
道
元
禅
師

の「
因
果
歴
然
」と
い
う
立
場
さ
え
を
無
み
さ
せ
て
し
ま
う
理
解
に
陥
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

十
二
巻
本
「
三
時
業
」
の
巻
が
他
の
十
二
巻
本
の
説
示
同
様
、
因
果

歴
然
を
一
貫
し
て
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
因
果
歴
然
と
い
う
観

点
に
よ
り
十
二
巻
本
「
三
時
業
」
巻
を
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
で
は
、（27）
に
示
す
「
深
信
因
果
」
巻
で
、「
因

な
し
、果
な
し
と
い
ふ
は
、即
ち
こ
れ
外
道
な
り
」
と
示
し
、（28）
で
は
「
因

果
の
道
理
は
歴
然
で
あ
り
、
造
悪
の
も
の
は
堕
し
、
修
善
の
も
の
は
の

ぼ
る
」
こ
と
を
示
さ
れ
、「
因
果
を
撥
無
す
る
こ
と
に
よ
り
、
は
て
し
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な
い
災
い
を
招
く
」
と
示
す
。
因
果
歴
然
に
つ
い
て
は
十
二
巻
本
『
正

法
眼
蔵
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
（29）
『
宝
慶
記
』
で
は
、「
因
果

を
否
定
す
れ
ば
、
仏
法
の
中
に
い
て
、
善
根
を
絶
っ
た
人
で
あ
る
」
と

如
浄
禅
師
の
説
示
を
挙
げ
、
（30）
の
『
永
平
広
録
』
帰
山
上
堂
に
お
い
て

も
、「
因
果
の
道
理
は
昧
ま
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
鎌
倉
下
向
の
際

に
説
き
示
さ
れ
た
、
と
あ
る（
一
一
）。

（27）
撥
因
果
は
、招
殃
過
な
る
べ
し
。（
中
略
）因
な
し
、果
な
し
と
い
ふ
は
、

即
ち
こ
れ
外
道
な
り
。（「
深
信
因
果
」
二
巻
、
三
九
二
頁
）

（28）
お
ほ
よ
そ
因
果
の
道
理
、
歴
然
と
し
て
わ
た
く
し
な
し
。
造
悪
の
も

の
は
堕
し
、
修
善
の
も
の
は
の
ぼ
る
、
毫
釐
も
た
が
は
ざ
る
な
り
。（
中

略
）
撥
無
因
果
す
れ
ば
、
こ
の
と
が
に
よ
り
て
、
莽
莽
蕩
蕩
と
し
て
殃

禍
を
う
く
る
な
り
。（
右
同
、
三
九
四
頁
）

（29）
拝
問
。
因
果
必
可
感
耶
。
和
尚
示
曰
。
不
可
撥
無
因
果
也
。
所
以
永

嘉
曰
、
豁
逹
空
撥
因
果
、

煽
忉
忉
招
殃
禍
。
若
言
撥
無
因
果
者
、

仏
法
中
断
善
根
人
也
。
豈
是
仏
祖
之
児
孫
耶
。（『
宝
慶
記
』
七
巻
、

一
二
・
一
四
頁
）

（30）
宝
治
二
年
申戊
三
月
十
四
日
上
堂
。
云
。
山
僧
昨
年
八
月
初
三
日
、
出

山
赴
相
州
鎌
倉
郡
、
為
檀
那
俗
弟
子
説
法
。
今
年
今
月
昨
日
帰
寺
、
今

朝
陞
座
。
這
一
段
事
、
或
有
人
疑
著
。
渉
幾
許
山
川
、
為
俗
弟
子
説
法
、

似
重
俗
軽
僧
。
又
疑
、
有
未
曾
説
底
法
、
未
曾
聞
底
法
乎
。
然
而
都
無

未
曾
説
底
法
、
未
曾
聞
底
法
。
只
為
他
説
修
善
者
昇
、
造
悪
者
堕
、
修

因
感
果
、
抛
塼
引
玉
而
已
。
雖
然
如
是
、
這
一
段
事
、
永
平
老
漢
明
得

説
得
信
得
行
得
。
大
衆
要
会
這
箇
道
理
麼
。
良
久
云
、
耐
永
平
舌
頭
、

説
因
説
果
無
由
。
功
夫
耕
道
多
少
錯
。
今
日
可
憐
作
水
牛
。
這
箇
是
説

法
底
句
、
帰
山
底
句
作
麼
生
道
。
山
僧
出
去
半
年
余
。
猶
若
孤
輪
処
太

虚
。
今
日
帰
山
雲
喜
気
。
愛
山
之
愛
甚
於
初
。（『
永
平
広
録
』
二
五
一

上
堂
、
三
巻
、
一
六
六
・
一
六
八
頁
）

　

（31）
の
『
随
聞
記
』
に
は
、「
三
時
に
わ
た
る
行
為
の
報
い
が
あ
る
の

だ
か
ら
、
こ
の
道
理
を
よ
く
よ
く
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ

ら
の
説
示
を
根
拠
と
し
て
「
三
時
業
」
巻
の
解
釈
を
試
み
る
な
ら
ば
、

道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
と
は
、「
悪
業
」
の
報
い
は
必
ず
受

け
る
の
で
は
あ
る
が
、
懺
悔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
悪
業
が
重

い
も
の
か
ら
軽
い
も
の
と
な
る
、
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（31）
人
も
不
知
時
は
、
潜
に
善
事
を
成
し
、
悪
事
を
成
て
後
は
、
発
露
し

て
咎
を
悔
ゆ
。
如
是
す
れ
ば
、
即
、
密
々
に
所
成
善
事
に
は
、
感
応
有

り
、
露
た
る
悪
事
は
懺
悔
せ
ら
れ
て
、
罪
、
滅
す
る
故
に
、
自
然
、
現

益
も
有
る
也
。
可
知
当
果
。（
中
略
）
現
生
後
報
等
の
三
時
業
の
事
も

有
り
。
此
等
の
道
理
、
能
能
可
学
也
。（『
随
聞
記
』
二
之
一
四
、七
巻
、

七
八
〜
七
九
頁
）

  
「
転
重
軽
受
す
」
の
解
釈
は
、「
重
い
悪
業
の
報
い
を
軽
く
受
け
る
」

と
解
釈
し
が
ち
だ
が
、
私
見
で
は
、
悪
業
を
完
全
に
滅
す
る
こ
と
（
習

慣
の
断
絶
）
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、「
転
重
軽
受
す
」
と
は
、

懺
悔
に
よ
っ
て
、
悪
の
行
為
を
、
次
第
に
退
治
し
て
い
く
こ
と
を
言
い
、

そ
し
て
そ
れ
は
報
い
が
軽
く
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
仏
戒
を
犯
す
行
為



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
八
三

が
脆
弱
化
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う（

一
二
）

か
。
そ
し
て

「
報
い
」
と
は
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
「
刑
罰
」
や
、「
天
罰
」
と
言
わ

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
為
し
た
業
に
対
す
る
「
苦
」
を

感
じ
る
こ
と
を
言
い
、
そ
れ
は
軽
重
で
表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と

思
う
の
で
あ
る
。

  

（32）
は
「
洗
面
」
の
巻
の
草
案
本
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る
「
罪

を
う
く
る
」
と
は
、
そ
の
報
い
を
受
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
（33）
の
「
罪

を
う
る
」
と
同
様
、「
罪
そ
の
も
の
の
確
定
」
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
、

私
見
で
は
「
悪
業
は
、
懺
悔
す
れ
ば
滅
す
、
ま
た
転
重
軽
受
す
」
の
解

釈
と
同
様
の
用
例
で
あ
る
と
思
わ
れ（

一
三
）

る
。

（32）
い
は
く
、
も
し
お
も
て
を
あ
ら
は
ざ
れ
ば
、
礼
を
う
け
、
他
を
礼
す

る
、
と
も
に
罪
を
う
る
な
り
。（
中
略
）
も
し
洗
面
せ
ざ
れ
ば
、
罪
を

を
う
く
る
な
り
。（
草
案
本
「
洗
面
」
二
巻
、
五
八
四
頁
）

（33）
経
に
い
は
く
、
つ
め
の
な
が
さ
、
も
し
一
麦
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
罪

を
う
る
な
り
。（「
洗
浄
」
二
巻
、
八
二
頁
）

  

つ
ま
り
、「
転
重
軽
受
」
の
主
語
は
あ
く
ま
で
も
「
悪
業
」
で
あ
り
、「
転

重
軽
受
」
を
報
い
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
十
二
巻
本
に
お
い
て
は
不
可

能
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
滅
罪
」を「
報
い
が
な
く
な
る
」と
す
る
解
釈
は
、

道
元
禅
師
の
因
果
論
（
因
果
歴
然
）
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。

　

 

多
く
の
解
釈
は
、
こ
の
罪
を
い
わ
ゆ
る
罰
と
理
解
し
て
い
る
が
故

に
、
様
々
な
混
乱
を
招
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
な

ら
な
い
。
確
か
に
道
元
禅
師
の
著
作
に
は
、
罪（

一
四
）と

罰
を
峻
別
し
兼
ね
る

内
容
は
あ
る
が
、
十
二
巻
本
で
は
「
悪
業
と
そ
の
報
い
」
は
厳
密
に
区

別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
修
証
義
』
は
道
元
禅
師
の
思
想
そ
の
も
の
で
は
な
い
た
め
、
懺
悔

に
よ
っ
て
既
に
為
し
た
行
為
や
報
い
の
消
滅
を
意
図
し
て
編
集
さ
れ
た

も
の
な
ら
ば
、
報
い
の
消
滅
と
い
う
解
釈
は
誤
訳
と
は
言
え
な
い
。
し

か
し
、
管
見
で
は
唯
一
、
奈
良
氏
の
解
釈
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
元

禅
師
の
因
果
論
に
従
っ
た
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点

を
考
え
れ
ば
『
修
証
義
』
の
解
説
者
の
多
く
が
誤
訳
を
し
て
い
る
と
言

え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
袴（

一
五
）谷
氏
は
（34） 

（35）
「
渓
声
山
色
」
巻
の
懺
悔
は
撥
無
因

果
の
思
想
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
説
示
意
図
は
修
行
を
妨

げ
る
状
態
に
対
す
る
反
省
を
促
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
反
省
は
発
願

へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

（34）
心
も
肉
も
、
懈
怠
に
も
あ
り
、
不
信
に
も
あ
ら
ん
に
は
、
誠
心
を
も

は
ら
し
て
、
前
仏
に
懺
悔
す
べ
し
。
恁
麼
す
る
と
き
、
前
仏
懺
悔
の
功

徳
力
、
わ
れ
を
す
く
ひ
て
清
浄
な
ら
し
む
。
こ
の
功
徳
、
よ
く
無
礙
の

浄
信
・
精
進
を
生
長
せ
し
む
る
な
り
。（「
渓
声
山
色
」一
巻
、二
八
三
頁
）

（35）
願
は
、
わ
れ
た
と
ひ
過
去
の
悪
業
お
ほ
く
か
さ
な
り
て
、
障
道
の
因

縁
あ
り
と
も
、
仏
道
に
よ
り
て
得
道
せ
り
し
諸
仏
諸
祖
、
わ
れ
を
あ
は

れ
み
て
、
業
累
を
解
脱
せ
し
め
、
学
道
さ
は
り
な
か
ら
し
め
、
そ
の
功

徳
法
門
、
あ
ま
ね
く
無
尽
法
界
に
充
満
弥
綸
せ
ざ
ら
ん
、
あ
は
れ
み
を



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
八
四

わ
れ
に
分
布
す
べ
し
。
仏
祖
の
往
昔
は
吾
等
な
り
、
吾
等
が
当
来
は
仏

祖
な
ら
ん
。（「
渓
声
山
色
」
一
巻
、
二
八
三
頁
）

　

こ
の
こ
と
は
、
懺
悔
を
し
て
も
容
易
に
は
悪
業
か
ら
免
れ
る
こ
と
が

出
来
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

悪
業
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、悪
業
を
滅
す
る
努
力
を
誓
う
の
で
あ
り
、

懺
悔
と
い
う
行
為
は
即
刻
、
為
し
た
悪
業
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
く

れ
る
装
置
で
は
な
く
、
自
ら
が
改
め
る
と
い
う
意
識
と
、
意
識
に
基
づ

い
た
行
動
に
よ
り
、
悪
業
を
滅
し
よ
う
と
す
る
意
思
決
定
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
懺
悔
に
よ
り
修
行
の
方
向
性
（
不
断
の
弁
道
）
を
再
確

認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、仏
祖
と
な
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、「
転
重
軽
受
」
の
文
言
に
連
な
る
も
の
と
筆
者

は
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、「
渓
声
山
色
」
巻
の
説

示
は
因
果
の
道
理
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
懺
悔
と
滅
罪
の
解
釈
（
私
論
）

  

「
三
時
業
」
巻
に
お
け
る
懺
悔
の
意
義
は
、
業
不
亡
の
立
場
か
ら
、

悪
業
を
絶
ち
、
善（
一
六
）業
を
修
す
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
滅

罪
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
先
、
悪
業
を
な
さ
な
い
こ
と
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
誓
願
に
近
似
し
た
概
念
を
も
有

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
転
重
軽
受
と
は
、
悪
業
の
習
慣
力
、
つ

ま
り
悪
業
が
い
か
に
絶
ち
難
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
視
点
に
立
ち
、

悪
業
の
継
続
を
次
第
に
弱
い
も
の
に
し
て
い
く
、
と
い
う
極
め
て
現
実

的
な
説
示
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
三
時
業
」
巻
に
お
け
る
道
元
禅
師
の
懺
悔
と
滅
罪
は
、
撥
無
因

果
に
連
な
る
業
や
業
報
の
消
滅
で
は
な
い
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
悪
業
と
は
宗
教
的
違
犯
行
為
を
指
し
、
悪
業
の
報
い
と

は
、
社
会
的
罰
則
で
あ
っ
た
り
、
合
理
的
・
科
学
的
に
客
観
性
を
も
っ

て
現
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
感
じ
る
苦
を
言
う

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
筆
者
は
そ
れ
を
「
宗
教
的
報
い
」
と
定
義
し
た

い
。
悪
業
の
後
に
善
業
を
修
し
た
と
し
て
も
、
悪
業
の
報
い
は
避
け
ら

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
仏
道
に
背
い
た
行
為
に
は
慚（

一
七
）愧
が
伴
い
、
そ

れ
は
本
人
に
と
っ
て
苦
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
報
い
（
苦
果
）
で
あ
る

と
思
う
か
ら
で
あ（
一
八
）る
。
つ
ま
り
、
報
い
と
は
苦
果
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
慚
愧
・
後
悔
・
苦
悩
の
感
受
作
用
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

苦
を
感
じ
る
こ
と
が
報
い
と
す
る
根
拠
は
次
の
（35）
『
随
聞
記
』
に
更

に
求
め
ら
れ
よ
う
。
苦
し
み
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
を
悪
と

い
い
、
楽
し
み
を
招
く
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
を
善
と
い
う
、
と
示
し
、

善
を
勧
め
、
悪
を
捨
て
る
こ
と
を
懐
弉
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仏

道
に
背
い
た
業
を
な
し
た
こ
と
の
自
覚
そ
の
も
の
が
苦
と
い
う
報
い
で

あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（35）
文
に
云
、
ほ
め
て
白
品
の
中
に
有
る
を
、
善
と
云
ふ
。
そ
し
り
て
黒

品
の
中
に
お
く
を
、
悪
と
云
。
又
云
、
苦
を
う
く
べ
き
を
悪
と
云
、
楽

を
招
く
を
善
と
云
ふ
。
如
是
、
子
細
に
分
別
し
て
、
真
実
の
善
を
と
て

行
じ
、
真
実
の
悪
を
見
て
す
つ
べ
き
也
。（『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
五
之



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
八
五

七
、
第
七
巻
、
一
二
六
頁
）

　

罪
が
滅
す
る
と
は
、
過
去
に
作
っ
た
業
や
、
そ
の
報
い
が
消
え
る
こ

と
で
は
な
く
、
今
後
悪
業
を
為
さ
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
滅
罪
と

言
う
の
で
あ
ろ
う
。
既
に
為
し
た
業
と
報
い
の
両
方
が
不
亡
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
重
ね
て
き
た
悪
業
は
簡
単
に
は
清
浄
と
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　

道
元
禅
師
は
、善
業
に
よ
り
悪
業
報
を
避
け
続
け
る
立
場
を
取
ら
ず
、

懺
悔
に
よ
っ
て
悪
業
の
克
服
を
目
指
す
。
そ
れ
は
報
い
（
苦
）
を
甘
受

し
、
今
後
苦
を
受
け
ず
に
済
む
生
き
方
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

す
で
に
犯
し
た
悪
業
の
報
い
は
感
受
す
る
も
の
の
、
善
業
を
為
す
可
能

性
を
奪
い
阻
む
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
悪
業
の
克
服
と
は
、
志
を
立

て
直
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ（

一
九
）う
。

　

道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
は
、
仏
教
的
苦
か
ら
の
救
済
で
あ
り
、

懺
悔
し
た
内
容
を
実
証
し
続
け
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
だ
ろ（
二
〇
）う

。

注
記

（
一
）
石
川
力
山
「
道
元
禅
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
の
依
用
に
つ
い
て
」（『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
四
一
巻
一
号
、
一
九
九
二
年
、
二
四
六
頁
）

（
二
）
石
井
修
道
「
深
信
因
果
』『
三
時
業
』
考
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研

究
紀
要
』
五
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
一
二
六
頁
）

（
三
）
伊
藤
秀
憲
「
第
三
章 

道
元
の
著
作
に
つ
い
て
」（『
道
元
禅
研
究
』
大

蔵
出
版
一
九
九
八
年
一
二
月
、
二
四
一
頁
）

（
四
）
角
田
泰
隆
「
道
元
禅
師
の
因
果
論
と
懺
悔
滅
罪
」（『
宗
学
研
究
』

二
〇
〇
八
年
四
月
、
三
六
〜
三
七
頁
）

（
五
）
大
久
保
道
舟
『
道
元
禅
師
全
集
』
下
巻
、臨
川
書
店
、一
九
七
〇
年
五
月
、

五
三
〇
〜
五
三
一
頁

（
六
）
奥
野
光
賢
「
第
２
篇 

吉
蔵
の
思
想
形
成
に
つ
い
て
の
考
察
」（『
仏
性

思
想
の
展
開 

吉
蔵
を
中
心
と
し
た
『
法
華
論
』
受
容
史
』
大
蔵
出
版
、

二
〇
〇
二
年
一
〇
月
、
三
一
四
頁
、
三
二
二
頁
）

（
七
）（
二
）
に
同
じ
。

（
八
）
金
子
宗
元
「
道
元
禅
師
の
仏
伝
観
―
「
供
養
諸
仏
」
巻
「
三
大
阿
僧

祇
劫
供
養
」
説
を
中
心
と
し
て
―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
、

二
〇
〇
二
年
三
月
、
二
二
三
頁
）

（
九
）如
浄
の
場
合
は
、業
障
が
転
じ
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
。「
拝
問
。
煩
悩
障
・

異
熟
障
・
業
障
等
障
、
仏
祖
之
道
処
耶
。
和
尚
云
。
如
龍
樹
等
祖
師
之
説
、

須
保
任
也
。
不
可
有
異
途
之
説
。
但
至
業
障
者
、
慇
懃
修
行
之
時
、
必

可
転
也
」（『
宝
慶
記
』
七
巻
、
一
二
頁
。）

（
一
〇
）
袴
谷
憲
昭
「
第
２
部 

四 

十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
と
懺
悔
の
問

題
」（『
道
元
と
仏
教
―
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
道
元
』
大
蔵
出
版
、

一
九
九
二
年
二
月
、
二
四
八
頁
）

（
一
一
）因
果
に
関
す
る
文
言
。
①『
広
録
』第
一
、六
二
上
堂
。
三
巻
、四
二
頁
。

②
『
広
録
』（
以
下
『
広
録
』
と
略
す
）
第
一
、九
四
上
堂
。
五
四
・
五
六

頁
。
③
『
広
録
』
第
三
、二
〇
五
上
堂
、
一
三
八
頁
。
④
『
広
録
』
第

六
、四
三
七
上
堂
。
四
巻
、
四
三
七
・
四
三
九
頁
。
⑤
『
広
録
』
第
七
、



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
八
六

四
八
五
上
堂
。
四
巻
、六
六
頁
。
⑥『
広
録
』第
七
、五
一
〇
上
堂
。
四
巻
、

九
〇
頁
。
⑦『
広
録
』第
七
、五
一
七
上
堂
。
四
巻
、九
六
・
九
八
頁
。
⑧『
広

録
』第
九
、七
七
頌
古
。
四
巻
、二
三
四
・
二
三
六
頁
。
⑧『
宝
慶
記
』七
巻
、

一
二
・
一
四
頁
。
⑨
『
随
聞
記
』
二
之
三
、七
巻
、六
六
〜
六
七
頁
。
⑨
「
諸

悪
莫
作
」
一
巻
、
三
四
五
〜
三
四
六
・
三
四
八
・
三
五
〇
頁
。
⑩
「
見
仏
」

一
巻
、
一
〇
二
頁
。

（
一
二
）
得
る
。
と
る
。
用
ひ
る
。
因
る
。
継
ぐ
。『
大
漢
和
辞
典
』
二
巻
、

七
〇
六
頁
。

（
一
三
）
他
に
「
老
母
は
、
不
許
罪
に
沈
て
、
而
人
共
に
益
な
く
し
て
、
互

に
得
罪
時
如
何
」（『
随
聞
記
』
四
之
十
、七
巻
、
一
一
四
頁
）
が
挙
げ
ら

れ
る
。

（
一
四
）
①
「
屋
裏
に
正
伝
し
い
は
く
、
八
塔
を
礼
拝
す
る
も
の
は
、
罪
障

解
脱
し
、
道
果
感
得
す
。」（「
面
授
」
二
巻
、
五
八
頁
）「
袈
裟
は
、
ふ

る
く
よ
り
解
脱
服
と
称
す
。
業
障
・
煩
悩
障
・
報
障
等
、
み
な
解
脱
す

べ
き
な
り
。
龍
、
も
し
一
縷
を
う
れ
ば
、
三
熱
を
ま
ぬ
か
る
、
牛
、
も

し
一
角
に
ふ
る
れ
ば
、
そ
の
罪
、
お
の
づ
か
ら
消
滅
す
。」（「
袈
裟
功
徳
」

二
巻
、
三
〇
二
頁
）

（
一
五
）
袴
谷
憲
昭
「
第
２
部 

四 

十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
と
懺
悔
の
問

題
」（『
道
元
と
仏
教
―
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
道
元
』
大
蔵
出
版
、

一
九
九
二
年
二
月
、
二
七
四
〜
二
七
五
頁
）

（
一
六
）「
正
業
は
僧
業
な
り
、
論
師
・
経
師
の
し
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
僧

業
と
い
ふ
は
、雲
堂
裏
の
功
夫
な
り
、仏
殿
裏
の
礼
拝
な
り
。」（「
三
十
七

菩
提
分
法
」
二
巻
、
一
四
八
頁
）「
学
仏
法
人
、
是
名
作
白
業
人
。」（『
永

平
広
録
』
第
七
、四
九
二
上
堂
、
四
巻
、
七
六
頁
）

（
一
七
）
①
「
正
法
に
あ
ふ
今
日
の
わ
れ
ら
を
、
ね
が
ふ
べ
し
、
正
法
に
あ

ふ
て
身
命
を
す
て
ざ
る
わ
れ
ら
を
、
慚
愧
せ
ん
。
は
づ
べ
く
は
、
こ
の

道
理
を
は
づ
べ
き
な
り
。（「
行
持
」（
下
）
一
巻
、
一
七
九
頁
）
②
「
袈

裟
を
見
聞
せ
ん
と
こ
ろ
に
、
厭
悪
の
念
お
こ
ら
ん
に
は
、
当
堕
悪
道
の

わ
が
み
な
る
べ
し
、
と
悲
心
を
生
ず
べ
き
な
り
、
慚
愧
懺
悔
す
べ
き
な

り
。」（「
伝
衣
」
一
巻
、三
六
一
頁
）
③
「
慚
愧
是
法
明
門
、内
心
寂
定
故
。

羞
恥
是
法
明
門
、
外
悪
滅
故
。」（「
一
百
八
法
明
門
」
二
巻
、
四
四
三
頁
）

④
「
さ
は
り
あ
り
て
受
持
す
る
こ
と
え
ざ
ら
ん
も
の
は
、
諸
仏
如
来
・

仏
法
僧
の
三
宝
に
、
慚
愧
・
懺
悔
す
べ
し
。（
中
略
）
お
の
れ
が
く
に
に

正
伝
せ
ざ
る
こ
と
、
慚
愧
ふ
か
か
る
ら
ん
、
か
な
し
む
う
ら
み
あ
る
ら

む
。」（「
袈
裟
功
徳
」
二
巻
、
三
〇
七
〜
三
〇
八
頁
）

（
一
八
）
①
「
観
受
是
苦
と
い
ふ
は
、
苦
こ
れ
受
な
り
。
自
受
に
あ
ら
ず
、

他
受
に
あ
ら
ず
、
有
受
に
あ
ら
ず
、
無
受
に
あ
ら
ず
。
生
身
受
な
り
、

生
身
苦
な
り
。」（「
三
十
七
菩
提
分
法
」
二
巻
、
一
三
二
頁
）
②
「
衆
生
、

い
た
づ
ら
に
所
逼
を
お
そ
れ
て
、
山
神
・
鬼
人
等
に
帰
依
し
、
あ
る
い

は
外
道
の
制
多
に
帰
依
す
る
こ
と
な
か
れ
。
か
れ
は
そ
の
帰
依
に
よ
り

て
衆
苦
を
解
脱
す
る
こ
と
な
し
。（
中
略
）
は
や
く
仏
・
法
・
僧
三
宝
に

帰
依
し
た
て
ま
つ
り
て
、
衆
苦
を
解
脱
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
菩
提
を

成
就
す
べ
し
。」（「
帰
依
仏
法
僧
宝
」二
巻
、三
七
五
〜
三
七
六
頁
）③「
貴

賎
・
苦
楽
・
是
非
・
得
失
、
み
な
こ
れ
善
悪
業
の
感
ず
る
処
な
り
。」（「
四



道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
に
つ
い
て
（
西
澤
）

一
八
七

禅
比
丘
」
巻
、
二
巻
、
四
三
〇
頁
）
④
「
大
悲
願
海
無
涯
岸
、
済
度
衆

生
脱
苦
津
」（『
永
平
広
録
』
第
四
、三
二
〇
上
堂
。
三
巻
、
二
〇
八
頁
）

（
一
九
）「
弥
天
罪
犯
好
便
宜
」（『
広
録
』
第
九
、頌
古
五
、四
巻
、一
八
六
頁
）

（
二
〇
）「
お
の
れ
が
い
ま
の
所
有
・
所
在
は
、
前
業
に
ひ
か
れ
て
真
実
に
あ

ら
ず
。
た
だ
正
伝
仏
法
を
帰
敬
せ
ん
、
す
な
は
ち
お
の
れ
が
学
仏
の
実

帰
な
る
べ
し
。」（「
袈
裟
功
徳
」
二
巻
、
三
〇
八
頁
）


